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船舶事故調査報告書 

 

令和２年１月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 令和元年６月１６日 ２０時００分ごろ 

発生場所 山口県岩国市甲
かぶと

島南東方沖 

甲島島頂（１０２ｍ）から真方位１３２°１,３５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°０６.８′ 東経１３２°１９.６′） 

事故の概要  漁船興
こう

運
うん

丸は、揚網作業中、船長がネットローラに巻き込まれて死

亡した。 

事故調査の経過  令和元年６月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 興運丸、４.８トン 

 ＨＳ３－２４７３６（漁船登録番号）、個人所有 

 １２.２０ｍ（Lr）×２.７９ｍ×０.８４ｍ、木 

 ディーゼル機関、４８.２kＷ、平成５年４月１８日 

 第２７０－３９１５７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６１歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和６１年５月１日 

  免許証交付日 平成２８年５月１０日 

         （令和３年５月２０日まで有効） 

甲板員 女性 ６０歳 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

日没時刻：１９時２６分ごろ 

 事故の経過 本船は、船長及び甲板員が乗り組み、底引き網漁の目的で、令和元

年６月１６日１１時３０分ごろ広島県江田島
え た じ ま

市大原
おおはら

漁港を出港し、漁

場に向かった。 

本船は、１２時３０分ごろ広島県大竹
おおたけ

市阿多
あ た

田
だ

島南方の漁場に到着

し、同島南方沖から甲島周辺にかけての海域で、１３時２１分ごろか

ら１回目の操業、１５時４３分ごろから２回目の操業、１８時２７分
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ごろから３回目の操業を開始した。 

本船は、網を入れるのに約５分、網を曳
ひ

くのに約１時間半から２時

間、網揚げに約３０分を要しており、網を揚げる際には、船長は、ネ

ットローラの左舷後方に立って、遠隔操作により操船しながらネット

ローラの操作にあたり、甲板員は、右舷船尾で網の揚がり具合を見て

いた。 

本船は、揚網作業を開始し、甲板員が、右舷船尾に立って船尾方を

向き、網の揚がり具合を見ていたところ、２０時００分ごろ船長の悲

鳴とガタンという音を聞き、船首方向を振り向いたところ、船長が右

腕を右舷前方、頭部を左に向け、両足を右舷側にして、ネットローラ

に網と共に巻かれているのを認めた。 

甲板員は、ネットローラの操作盤のところに行き、操作レバーを引

いてネットローラを停止し、主機のクラッチを中立にしたが、巻き出

しなどの操作方法が分からなかったので、携帯電話で海上保安庁に救

助要請を行った。 

船長は、救助に駆けつけた巡視艇及び僚船の乗組員によりネットロ

ーラを操作して網から外され、甲板上に降ろされたものの意識不明の

状態であった。 

船長は、巡視艇により心肺蘇
そ

生をしながら岩国市岩国港まで運ば

れ、その後、救急車で病院へ搬送されたが、医師により死亡が確認さ

れ、死因は圧死と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船（右舷側）、写真２ 

網揚げ時の船長の状況（ネットローラの左舷後方）、写真３ 網揚

げ時の甲板員の状況（右舷船尾）、写真４ 船長が巻き込まれた状

況（再現） 参照） 

 その他の事項 本船は、操業中、船尾からロープ、ワイヤ、チェーン、袖網、天井

網及び袋網を繰り出しており、約１０ｍの竿
さお

で網口を開いていた。 

船長は、操舵室内の黒板に投網開始時刻を記載していた。 

船長は、持病はなく、常用している薬もなかった。 

甲板員は、船長がどうしてネットローラに網と共に巻き込まれたの

か分からなかった。 

僚船の船長は、ネットローラにある程度の負荷がかかったら停止す

る装置（以下「緊急停止装置」という。）を自船に取り付けており、

本船のネットローラにも同様に緊急停止装置を取り付けていれば、船

長が巻き込まれてもすぐに停止すると思った。 

船長は、ポロシャツ、ズボン、吊りカッパ（下のみ）、長靴、ゴム

手袋及び腕抜きを着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

不明 

あり 



- 3 - 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

なし 

 船長の死因は、圧死であった。 

 本船は、甲島南東方沖において、底引き網の揚網作業中、船長が、

ネットローラに網と共に巻き込まれたことから、死亡するに至ったも

のと推定されるが、目撃者がおらず、船長がネットローラに網と共に

巻き込まれた状況を明らかにすることはできなかった。 

原因 本事故は、夜間、本船が、甲島南東方沖において、底引き網の揚網

作業中、船長が、ネットローラに網と共に巻き込まれたことにより発

生したものと推定される。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・揚網中は、巻取り部に巻き込まれるおそれがあることから、十分

に注意しながら作業を行うこと。 

・ネットローラには緊急停止装置を装備することが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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写真１ 本船（右舷側） 

 

 

写真２ 網揚げ時の船長の状況（ネットローラの左舷後方） 
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写真３ 網揚げ時の甲板員の状況（右舷船尾） 

 

 

写真４ 船長が巻き込まれた状況（再現） 

 


